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　平成２４年３月１１日、東日本大震災から１年を迎えたこの日、
全国各地から被災地に向けて追悼の祈りがおくられました。
　海上保安庁でも被災地で犠牲となった方々へのご冥福と、被災地
の復興と平和を祈念して職員による黙祷が行われました。
　発生から１年が経過した現在でも未だ多くの方が行方不明になっ
ていますので、海上保安庁では今後も海上での捜索活動を続けてま
いります。

　門司海上保安部が担任する関門航路は航路幅が狭く屈曲してお
り、船舶が航行する上で注意が必要な海域のため、様々な航行の
ルールが定められています。中でも早鞆瀬戸は変則的な潮流の影
響を受け衝突や乗揚げなどの海難が多発している状況であり更な
る安全対策に備えるべく港則法施行規則の改正が行われました。
この改正は３月１２日に公布され、５月１日施行に向けて、関係
者への説明会を実施するなど、周知活動に努めています。

1．東日本大震災から１年
　行方不明者捜索を継続

2．関門海峡の特定航法が変わります
～安全に航行するために～

巡視船「きたかみ」乗組員による黙祷（岩手県釜石市）

追越し
禁止

優速
４ノット
以上

　早鞆瀬戸の新しい航法（Ｈ２４．５．１から）

○優速４ノット以上
潮流をさかのぼり早鞆瀬戸を航行する汽船は潮流の速度に４ノットを加えた速力以上の速力を保たなければなりません。
　【改正：港則法施行規則第三十八条第一項第五号】
　※優速：潮流をさかのぼって航行する速力

　○追越し禁止
早鞆瀬戸水路では他の船舶を追い越してはなりません。　　【改正：港則法施行規則第三十八条第二項】
・関門航路では、できる限り航路の右側を航行しなければなりません。　【現行：高速法施行規則第三十八条第一項第一号】
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3．北太平洋海上保安フォーラム専門家会合
4．海上保安大学校、海上保安学校

卒業式・修了式

　３月１９日から２２日、中国(アモイ)において、日、米、中、
韓、露、加の海上保安機関による北太平洋海上保安フォーラム専
門家会合が開催され、村上参事官ほか１１名が参加しました。今
回の会合では、従来からのテロ対策や不法漁業操業対策等に加
え、新たに自然災害や油流出事故への対応等についても実質的な
議論を開始し、活発な意見交換を行うなど今年９月に上海で開催
予定の長官級会合に向けて各種準備を進めました。

　３月２４日、海上保安大学校（広島県呉市）において、前田国
土交通大臣及び鈴木海上保安庁長官出席のもと卒業式・修了式が
挙行され、翌２５日には海上保安学校（京都府舞鶴市）において
吉田国土交通副大臣及び鈴木海上保安庁長官出席のもと卒業式が
挙行されました。大学校本科卒業生は専攻科へと進み、大学校特
修科修了生は初級幹部として、また保安学校卒業生は新任海上保
安官として全国の巡視船艇や海上保安部署等に配属されます。

海上保安大学校卒業式・修了式

海上保安学校卒業式

各国専門家会合団長
（写真左から加、韓、日、中、（議長）、米、露、中）
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